
 

 
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
は
「
契
約
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
原
則
の
例
外
で
あ
り
、
消
費
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
を
で
き
る
取
引
は
法
律
や
約
款
な
ど
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。 

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
る
取
引 

 

連
鎖
販
売
取
引
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

 

の
場
合 

 

*2 保護施設やスポーツ施設の利用権、映画や演劇などのチケット、語学の教授を受ける権利等 

事
業
者
の
店
舗
や
営
業
所
（
以
下
「
店
舗
」
と
い
う
）
以
外
の
場
所
（
自
宅
や
喫
茶
店
。
街
頭

で
誘
わ
れ
て
案
内
さ
れ
た
場
所
や
販
売
の
目
的
を
告
げ
ず
に
呼
び
出
さ
れ
た
場
合
は
店
舗
も
該

当
）
で
の
原
則
す
べ
て
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
*1
お
よ
び
指
定
権
利
*2
（
チ
ケ
ッ
ト
等
）
の
契
約 

  

そ
の
他
の
ク
ー
リ
ン
グ
・ 

オ
フ
制
度
の
あ
る
契
約 

 

宅
地
建
物
取
引
（
店
舗
外
で
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
売
主
と
な
る
宅
地
建
物
取
引
）
８
日
間
／
預
託
等
取
引
契
約

（
指
定
商
品
の
３
カ
月
以
上
の
預
託
取
引
。
店
舗
で
の
契
約
を
含
む
）
14
日
間
／
投
資
顧
問
契
約
（
金
融
商
品
取
引

業
者
と
の
投
資
顧
問
契
約
。
店
舗
で
の
契
約
を
含
む
）
１０
日
間
／
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
（
店
舗
で
の
契
約
を

含
む
）
８
日
間
／
ゴ
ル
フ
会
員
権
契
約
（
50
万
円
以
上
の
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
新
規
販
売
契
約
。
店
舗
で
の
契
約
を
含

む
）
８
日
間
／
冠
婚
葬
祭
互
助
会
契
約
（
冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
入
会
契
約
。
店
舗
で
の
契
約
を
含
む
。
業
界
標
準
約

款
で
規
定
）
８
日
間 

訪
問
購
入
取
引 

（
特
定
商
取
引
法
）  

店
舗
以
外
の
場
所
で
、
貴
金
属
を
含
み
原
則
す
べ
て
の
物
品
を
事
業
者
が
消
費
者
か
ら
買
い 

 

取
る
契
約
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
中
は
（
売
主
で
あ
る
消
費
者
か
ら
）
契
約
申
し
込
み 

の
解
除
が
で
き
る
と
と
も
に
、
事
業
者
へ
の
物
品
の
引
き
渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る 

 
  

個
別
ク
レ
ジ
ッ
ト 

（
個
別
信
用
購
入

あ
っ
せ
ん
） 

（
割
賦
販
売
法
） 

生
命
・
損
害
保
険

契
約 

 
 

 
 

（
保
険
業
法
） 

 

訪
問
販
売
・
電
話
勧
誘
販
売
・
連
鎖
販
売
取
引
・

特
定
継
続
的
役
務
提
供
・
業
務
提
供
誘
引
販
売

取
引
の
契
約
に
伴
う
個
別
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
*4

 

 

店
舗
外
（
銀
行
の
場
合
は
保
険
契
約
の
目
的
以
外
で
出
向
い
て
突
然
勧
誘
さ
れ
た
場
合
も
該
当
）

で
の
契
約
期
間
１
年
を
超
え
る
生
命
保
険
・
損
害
保
険
契
約
（
た
だ
し
、
保
険
料
を
振 

り
込
ん
だ
場
合
、
医
師
の
診
査
を
既
に
受
け
た
場
合
、
通
信
販
売
を
除
く
） 

連
鎖
販
売
取
引
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
の
場 

合 

 

 

 

 ８
日
間 

訪
問
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、
特
定
継
続
的
役
務

提
供
の
場
合 

 

＊4 個別クレジット契約のクーリング・オフ適用除外商品・サービスは、特定商取引法適用除外の取引と同じ 

適 
 

用 
 

対 
 

象 

訪
問
販
売 

（
特
定
商
取
引
法
） 

 ８
日
間

電
話
勧
誘
販
売 

（
特
定
商
取
引
法
） 

連
鎖
販
売
取
引 

（
特
定
商
取
引
法
） 

特
定
継
続
的
役
務
提
供 

（
特
定
商
取
引
法
） 

業
務
提
供
誘
引
販

売
取
引 

（
特
定
商
取
引
法
） 

事
業
者
か
ら
電
話
で
勧
誘
を
受
け
た
（
電
話
を
か
け
さ
せ
ら
れ
た
場
合
も
含
む
）
原
則
す
べ
て

の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
*1
お
よ
び
指
定
権
利
*2
（
チ
ケ
ッ
ト
等
）
の
契
約 

ほ
か
の
人
に
商
品
を
転
売
す
れ
ば
利
益
が
得
ら
れ
る
と
言
っ
て
商
品
を
買
わ
せ
た
り
、
そ
の 

他
加
盟
金
等
の
金
銭
的
負
担
を
さ
せ
る
契
約
（
マ
ル
チ
商
法
）。
店
舗
で
の
契
約
を
含
む
。 

す
べ
て
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
・
権
利
が
対
象

内
職
商
法
（
仕
事
の
紹
介
や
、
仕
事
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
言
っ
て
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
、 

登
録
料
な
ど
の
名
目
で
金
銭
を
支
払
わ
せ
る
）
に
よ
る
契
約
。
店
舗
で
の
契
約
を
含
む
。
す 

べ
て
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
・
権
利
が
対
象

５
万
円
を
超
え
る
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
・
語
学
教
室
・
学
習
塾
・
家
庭
教
師
・
パ
ソ
コ

ン
教
室
・
結
婚
相
手
紹
介
サ
ー
ビ
ス
を
一
定
期
間
*3
継
続
す
る
契
約
。
店
舗
で
の
契
約
を
含
む   

 20
日
間

 20
日
間

期
間 

取
引
内
容
（
根
拠
法
令
） 

独立行政法人国民生活センター 「くらしの豆知識 2013」より出典 

８
日
間 

８
日
間 

８
日
間 

８
日
間 

 20
日
間

＊３ｴｽﾃﾃｨｯｸは 1 カ月、その他は 2 カ月を超える期間 *1「特定商取引法・割賦販売法の適用除外の取引」 

通
信
販
売
と
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ 

○
自
分
か
ら
店
に
出
向
い
た
り
、
広
告
を
見
て
自
分
か
ら
電
話
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
申
し
込
む
取
引
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
ま
せ
ん
。 

○
通
信
販
売
の
場
合
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

注
文
す
る
前
に
返
品
対
応
に
つ
い
て
の
規
定
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

 

○
通
信
販
売
業
者
が
広
告
に
返
品
特
約
の
表
示
を
し
て
い
な
い
場 

合
、
商
品
等
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
８
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間 

は
、
契
約
の
解
除
が
可
能
で
す
（
返
品
の
送
料
は
購
入
者
が
負
担
）

 
 


